
※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■目的・基本理念
＝「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定。

※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■国・地方公共団体の責務
＝困難な問題を抱える女性への支援に必要な施
策を講じる責務を明記。

■国の「基本方針」
※厚生労働大臣告示で、困難な
問題を抱える女性支援のため
の施策内容等

■都道府県基本計画等

⇒施策の実施内容

女性相談支援センター
（旧名：婦人相談所）

女性相談支援員
（旧名：婦人相談員）

女性自立支援施設
（旧名：婦人保護施設）

民間だあ

■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所
の提供、インターネットの活用等による支援
⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援

■支援調整会議（自治体）
⇒関係機関、民間団体で支援内
容を協議する場。連携・協働し
た支援

民間団体との「協働」による支援

■教育・啓発■教育・啓発 ■調査研究の推進■調査研究の推進

■人材の確保■人材の確保 ■民間団体援助■民間団体援助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号：議員立法）のポイント

■国・自治体による支弁・負担・補助 民間団体に対する補助規定創設

■女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が
顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

■こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱
却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。

売春防止法

第１章総則
（主な規定）
第１条 目的
第２条 定義
第３条 売春の禁止

第２章刑事処分
（主な罰則）
第５条 勧誘等
第６条 周旋等
第11条 場所の提供
第12条 売春をさせる業

第３章補導処分
（主な規定）
第17条 補導処分
第18条 補導処分の期間
第22条 収容

第４章保護更生
（主な規定）
第34条 婦人相談所
第35条 婦人相談員
第36条 婦人保護施設
第38条 都道府県及び市の支弁
第40条 国の負担及び補助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）（令和６年４月１日施行）
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⚫ 困難な問題を抱える女性への支援の状況等に関する実態調査の定期的実施
⚫ 支援対象者の権利擁護の仕組み及び支援の質の評価の仕組みの検討に資

するための調査研究

⚫ 国による研修のカリキュラムの構築や、ポータルサイトの構築、職員の適切な
処遇の確保、研修に参加しやすい職場環境の整備等

⚫ 相談窓口等の周知、意識醸成、施策への一般理解等

⚫ 設置は地方公共団体の努力義務
⚫ 代表者会議、実務者会議、個別ケース会議等、段階を分けて実施

⚫ アウトリーチによる早期把握、居場所の提供、相談支援、一時保護
⚫ 被害回復支援、日常生活の回復支援、同伴児童への支援、自立支援、

アフターケア

⚫ 国及び地方自治体の責務、適切な役割分担と連携が必要

⚫ 「繋がり続ける」支援
⚫ 包括的かつ切れ目なく、どこでも必要十分な支援を受けられる体制の整備
⚫ 女性の人権擁護、男女の平等実現
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⚫ 旧売春防止法に基づく婦人保護事業から新法に基づく女性支援事業への転換

⚫ 心理的、医療的側面からの支援が重要
⚫ 支援を必要とする者に確実に支援が届く体制をつくることが重要
⚫ 民間団体による支援活動の特長を生かし、行政と民間団体の協働が必要

２．困難な問題を抱える女性への支援のための施策の
内容に関する事項

１．困難な問題を抱える女性への支援の現状

26

H��ç�ôH��º�L#Õ�›
>%,�Ì&g'¨ 111�•H�

０．基本方針のねらい等

⚫ 「性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により
日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのお
それのある女性）」
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⚫ 基本計画の期間（原則５年）
⚫ 他の計画との関係（関連の深い計画との一体的策定）
⚫ 基本計画策定前の手続（課題把握、基本目標の明確化等）
⚫ 計画に関する評価と公表

３．都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき
基本的な事項

⚫ 個々の者の状況や希望、意思に応じて、必要な福祉的サービスも活用しなが
ら、安定的に日常生活や社会生活を営めることを含む「自立」を支援

⚫ 「本人の自己決定」及び「自己選択」が重要

⚫ 女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設、民間団体、
その他機関とそれぞれの役割
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⚫ 中心となる３機関間の連携、民間団体の連携、関係機関との連携
⚫ DV防止法に基づく施策との関係
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の
一部を改正する法律（令和５年法律第30号）（概要）

※上記のほか、民事訴訟手続のIT化等を踏まえ、保護命令手続に係る所要の規定等を整備。

令和６年４月１日施行（一部の規定を除く）

＜１．保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化＞

（現行）保護命令とは、被害者からの申立てに基づき、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者の身辺
へのつきまといや住居等の付近のはいかい等の一定の行為を禁止する命令（下記）を発令する制度
・被害者への接近禁止命令（身辺へのつきまといや住居・勤務先等の付近のはいかいの禁止）
・同居する未成年の子／親族等への接近禁止命令
・被害者への電話等禁止命令（無言電話や緊急時以外の連続する電話・FAX・メール送信等の禁止）
・退去等命令（被害者と共に住む住居からの退去、住居付近のはいかいの禁止）
※口頭弁論又は相手配偶者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発令できない原則を規定

① 接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者について、配偶者からの

身体に対する暴力を受けた者、
「生命又は身体」に対する加害の告知による脅迫を受けた者 に加えて、
「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者を追加

◆ 接近禁止命令の発令要件について、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由
等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大
（現行は「更なる身体に対する暴力により身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」）

② 接近禁止命令等の期間を６か月間から１年間に伸長

注：子への接近禁止命令・子への電話等禁止命令について、当該命令の要件を欠くに至った場合の
取消し制度（接近禁止命令の発令後６か月以降等）を創設

③ 電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、

緊急時以外の深夜早朝（午後10時～午前６時）のSNS等の送信、性的羞恥心を害する
電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得を追加

④ 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件注１を満たす場合について、

当該子への電話等禁止命令注２を創設
注１：被害者への接近禁止命令の要件のほか、被害者が当該子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があること、15歳以上の子についてはその同意があること 等

注２：対象行為は、監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話･
FAX･ﾒｰﾙ･SNS等送信、緊急時以外の深夜早朝の電話･FAX、汚物等の送付等、名誉を害する告知
等、性的羞恥心を害する事項の告知等、位置情報の無承諾取得等

⑤ 退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、
申立てにより６か月（原則は２か月）とする特例を新設

⑥ 保護命令違反の厳罰化

１年以下の懲役／100万円以下の罰金 → 2年以下の懲役／200万円以下の罰金

＜２．基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充＞

➢国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画について、

⑴ 被害者の自立支援のための施策注、

⑵ 国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力 を必要的記載事項とする
注：「被害者の保護」に「被害者の自立を支援することを含む。」と規定することで対応

＜３．協議会の法定化＞

➢関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を
法定化し、都道府県に協議会を組織する努力義務（市町村は「できる規定」）、情報交換
の円滑化等を図るため、協議会の事務に関する守秘義務等を創設

＜１．保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化＞

＜２．基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充＞

＜３．協議会の法定化＞

［10条1項～4項］

［17条3項～7項］

［10条2項］

［10条3項］

［10条の2］

［29条］

［2条の2･2条の3］

［5条の2～5条の4･新30条］

［10条1項～4項］


